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評価の作業量等について

対象校は、自己評価書の作成に係る作業量が大きいと感じている。職員の担当業務の深
化・能力開発につながったとする意見があるものの、引き続き、作業量軽減のための検討
が必要である。

　　

評価担当者の約４割が、自己評価書の書面調査の作業量が大きいと感じている。主査の
負担軽減を求める意見が見られることなどから、引き続き作業量軽減のための工夫が望ま
れる。

対象校は、評価作業の負担は大きいとしているが、その作業に費やした労力は、評価の
目的（「質の保証」「改善の促進」「社会からの理解と支持」）におおよそ見合うものである
と回答している。

評価担当者は、評価作業に費やした労力について「質の保証」「改善の促進」といった
評価の目的に見合うものであるとする回答が多かったものの、「社会からの理解と支持」
については肯定的な回答が６割以下であったことから、今後の検討の中で考慮が必要とさ
れる。
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質の保証

改善の促進

社会からの
理解と支持

評価の目的に対する有効性（評価作業に費やした労力）

強くそう思う　　そう思う　　どちらとも言えない　　そう思わない　　全くそう思わない
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（別紙１）

認証評価結果を受けた対象校の改善取組の例
（代表的なものを抽出）

○　平成 21 年度入学者について一定の改善が図られた。平成 22 年度以降も、入学定員の
適正管理に努めることとしている。

○　（定員超過）定員厳守の徹底（定員未充足）、定員の見直し、受験科目の見直し、奨学
　金の充実等。
○　委員会を設置し、大学院のあり方について検討を開始した。また、一部の研究科にお
　いては、平成 22 年度から入学定員を変更することとした。
○　①社会人入試特別枠の検討②修士論文範囲拡大③目的見直し
○　情報発信を始めとする施策の強化。
○　入学者受入方針を教授会で確認し、今後の受験案内などに掲載し公表することを決定

した。
○　シラバスの様式を見直し、2009 年度のものから掲載情報の充実を図った。
○　ハラスメント対策委員会規定を策定した。
○　昨年度、試行的に図書館の閉館時間を５時から６時半に延長し、今年度から正式に延

長することに決定した。
○　より良い情報発信の方法を検討の上、実施することとしている。
○　大学評価室において、担当部署に対して各課題を示し、改善のための対応について

回答を求めている。その対応については大学評価室で内容等を検証し、対応終了後に、
本学ホームページ等により公表することとしている。
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（別紙２）

認証評価の改善・充実のための機構の取組例

○　自己評価しにくい等の意見のあった観点等について、認証評価説明会、自己評価担当
者等に対する研修会や訪問調査時の機会を利用して、観点の趣旨や狙いについて詳細
な説明を行い、さらには書面調査及び訪問調査等の実施過程等においても評価の実施
に支障が生じないよう適切に対応した。

○　評価しにくい又は重複する等の意見のあった観点等について改正を行い、大学につい
ては 114 あった観点を 99 に、短期大学については 96 あった観点を 82 に統合・整理した。

（21 年度より）
 

○　新任の評価担当者に対して、今後の作業等についての丁寧な説明が必要であるとの意
見を踏まえ、評価担当者が今後の作業内容・作業量を想定しやすいようにイメージ図
を多く盛り込んだ「評価作業マニュアル」を作成した。（20 年度より）

○　より具体的な説明を希望するという意見を踏まえ、質疑応答により多くの時間を当て
ることとした。（21 年度より）

○　書面調査・訪問調査の作業量が多く負担が大きいとの意見を踏まえ、部会長を除く評
価者の担当校は２校上限とした。（19 年度より）

○　自己評価書の添付資料について、対象校からの資料の収集、選択に困難を感じるとい
う意見及び評価者からの不備・不足があったとする指摘や提示方法の改善を求める意
見を踏まえ、関係法令等を満たしているか否かを分析する際の根拠となる「大学現況票」
を必須資料とした。（21 年度より）

○　自己評価書の添付資料について、資料の収集・選択に困難を感じるという意見を踏ま
え、「大学評価基準及び選択的評価事項の分析に当たっての留意点等について」に記載
している「根拠となる資料・データ等例」の見直しを行い、提出資料に重複が生じな
いように配慮した。（20 年度より）

評価基準等関係

研修・説明会関係

書面調査・訪問調査関係



−10−




